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四半期別ＧＤＰ速報の計数表（紙媒体）に掲載する期間について 

 

 

１． 現在、四半期別ＧＤＰ速報（ＱＥ）の計数表（紙媒体）には、現行推計方

法でＱＥ推計が行われている全ての期間（94 年第１四半期～直近期）が掲載さ

れているところ、紙幅の制約等を勘案し、掲載期間を短縮することとしたい。 

具体的には、 

・平成 19 年４～６月期１次ＱＥ（平成 19 年 8 月公表予定）より、掲載期間を

１年短縮して 95 年第１四半期以降とする 

・ 今後、１年経過ごとに掲載期間を１年短縮する 

こととしたい。 

 

 

２．  なお、内閣府ＨＰ上には、従来どおり 94 年第１四半期以降の全期間を掲載

する。 


